
別紙

番号 頁 対象箇所 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 実施要頄案の修正

1 -
実施要頄案全般

実施要頄（案）及び別紙一覧の内
容はこれ以上質の低い物にすべき
でない。

実施要頄案及び別紙等の内容は、
経済産業省庁舎の管理・運営業務
を行ううえで必要最低限度の内容と
なっています。これ以上質の低いも
のとすることは考えていません。

2
要頄
P3

1.(1)②キ
総括管理業務の
概要

市場化テスト導入にあたり、「総括
管理業務」は新たに設けられた業
務と考えますが、予定価格の目安
となる金額は別紙９における「従来
の実施状況に関する情報の開示」
で示されている金額であると思われ
ますが、新たに「総括管理業務」が
設けられることから、業務量の増も
伴い予定価格の設定に関しては、
「総括管理業務」の費用を見込み設
定することが必要と考えます。

総括管理業務は今回新たに設けた
業務です。別紙９は「従来の実施状
況に関する情報の開示」であるた
め、総括管理業務に関する費用の
情報は含まれていません。予定価
格については、総括管理業務を含
めて設定します。

3
要頄
P3

1.(1)④
契約期間開始前
及び終了時の引
継方法

引継ぎについて、従前業者が作
成、使用していた操作マニュアル
等々のビル管理会社が独自に作成
していた資料・マニュアルについて
は、経済産業省の配慮により提示・
開示（無償）していただけるようにし
ていただきたい。

平成２１年度において各個別業務
を実施していた事業者が作成、使
用していた資料等のうち、その権利
が経済産業省に帰属するものにつ
いては、入札説明会等の機会に閲
覧することを可能とする予定です。
平成２２年度においては、建築・建
築設備管理業務（消防用設備等点
検保守を除く。）、警備保安業務及
び電話交換取扱業務については、
契約において後任事業者への引継
ぎを行うこととなっているので、落札
事業者は従前事業者から適宜引継
ぎを受けていただきます。
建築・建築設備管理業務（消防用
設備等点検保守に限る。）、清掃業
務、構内植栽管理業務及び鉢植木
賃貸借については、契約において
後任事業者への引継ぎを行うことと
なっていませんので、従前事業者
が作成した資料・マニュアルの開示
については、落札事業者と従前業
者と話し合っていただくことになりま
す。
総括管理業務は新しく発生する業
務ですので、過去の資料・マニュア
ル等はありません。

4
要頄
P4

1.(2)①
管理・運営業務の
包括的な質

包括的な質の向上においては、入
居者のＰＯＥに関するアンケート結
果など調査結果について開示して
いただくことが必須と考えます。

利用者にアンケートは行っていませ
ん。
なお、平成２１年度において各個別
業務実施者が作成した業務日報等
については、入札説明会等の機会
に閲覧することを可能とする予定で
す。

5
要頄
P4

1.(2)①ア
業務継続の確保

管理・運営業務の包括的な管理・運
営業務の包括的な質ということで、
緊急時における業務継続の確保が
要求されています。総括管理業務
を行う事業者の条件として、「業務
継続のための機能確保に重点を置
いた事業継続計画（ＢＣＰ）の定期
的な実施訓練等がされていること」
を盛り込まれてはいかがでしょう
か。

本業務を行う上で課す条件は、当
該業務を行う上で必要最低限のも
のとしています。お寄せいただいた
ご意見は、総括管理業務を行うに
あたって有効であると思われます
が、今回は広く入札参加者を募るた
め、過度となる条件については盛り
込まないこととしています。

経済産業省庁舎の管理・運営業務　民間競争入札実施要頄（案）に対する意見募集結果



6
要頄
P4

1.(2)③
創意工夫の発揮
可能性

仕様書に定められている点検回数
や周期は絶対条件でしょうか。品質
を確保して、コストの削減が可能で
あれば、企画提案により内容、周期
の変更は可能でしょうか。（３件）

品質を維持・確保できるのであれ
ば、改善提案により内容の変更は
可能です。ただし、仕様書で示す現
行水準のレベルの質が確保できる
根拠等を明示いただくことが必要と
なります。
質疑応答期間中（入札公告日～平
成２２年１２月下旪頃（予定））に改
善提案の内容についてご質問いた
だければ、改善提案の採否につい
て回答する予定です。
なお、質疑応答期間中にいただい
たご質問及びその回答は原則とし
て公開しますが、改善提案に関す
るご質問については非公開とし、ご
質問いただいた方にのみ回答する
ことを予定しています。

7
要頄
P5

1.(4)
費用負担等に関
する留意事頄

P.7の「入札の実施手続及びｽｹ
ｼﾞｭｰﾙ」より、落札業者は2月中旪か
ら3月初旪より4/1からの業務開始
に向けて、「運転操作内容把握」や
「設備機器の配置確認」等のため現
地入りすることになると思います
が、この間の費用負担がどうなる
か、明確に示す必要があると思い
ます。

実施要頄案の１．（１）④ア．におい
て、引継ぎに要する費用は民間事
業者の負担で行うこととしていま
す。

8
要頄
P6

入札資格面で道が閉ざされている
と、使命感や人一倍やる気があっ
ても入札に参加すること自体ができ
ません。一般競争入札自体は透明
性があり大賛成ですが、入札の内
容に応じて資格等級について柔軟
な対応をしていただければ幸甚で
す。

9
要頄
P6

参加格付けをＡのみとすべき。参加
格付けをＡ又はＢとすることについ
て再検討願いたい。（２件）

10
要頄
P6

組合での実績は、組合の直接実績
のみとするべきではないか。

ご意見のとおりと考えます。

11
要頄
P6

本実施要頄には、事業協同組合に
対する入札参加条件が記載されて
いません。組合の構成企業が単独
もしくは他の共同体のグループ企
業として参加することも考えられ、
正当な競争が阻害されかねませ
ん。組合の構成企業の担当業務を
明確にさせるとともに、構成企業が
単独もしくは他の共同体のグルー
プ企業として参加することを禁ずる
条頄を設けるべきと考えます。

ご意見を踏まえ、実施要頄（案）の
一部を修正します。

実施要頄（案）３．（６）の次
に次の一文を追加します。
「（７）事業協同組合での入
札について
入札参加予定の事業協同
組合の構成員は、他の入
札参加グループに参加し、
又は単独で入札に参加す
ることはできない。」

12
要頄
P6

「入札参加グループ員は、ほかの
入札参加グループに参加し、又は
単独で入札に参加することはできな
い」とあるが、特定業務の設備メー
カーに関しては適用するべきではな
いと考えます。

入札参加グループを構成する場合
は、透明かつ公正な競争な観点か
ら、適用すべきと考えています。
ただし、特定業務の設備メーカーを
再委託先として選定し、その特定業
務を委託することを妨げるものでは
ありません。

13
要頄
P7

入札の実施手続
及びスケジュール

入札・開札の日程を早めて頂けな
いでしょうか。

必要な入札期間を確保する観点か
ら、これ以上入札・開札の日程を早
めることは困難です。

当該業務については、業務が膨大
かつ多岐にわたりますが、広く入札
参加者を募るため、一企業及び入
札参加グループ（代表事業者に限
る。）については、平成22・23・24年
度競争参加資格（全省庁統一資
格）「役務の提供等」（建物管理等
各種保守管理）においてＡ又はＢの
等級を、入札参加グループ（代表事
業者を除く。）についてはＡ，Ｂ又は
Ｃの等級を有することを条件として
います。

3.入札に参加する
者に必要な資格
に関する事頄



14
要頄
P7

4.(2)②イ
業務実績

「本実施要頄１.（1）②で示す業務ご
とに過去３年間の実績を記載するこ
と。」とありますが、「エ．鉢植木賃
貸借業務」は特殊な業務のため、
「ウ．構内植栽管理業務」と「エ．鉢
植木賃貸借業務」をまとめて「植栽
管理業務」の実績を記載するとして
頂きたい。

構内植栽管理業務と鉢植木賃貸借
とを併せて実施されている場合に
は、企画書には、同一の業務をそ
れぞれの欄に記載いただいて結構
です。
その場合は、そのことが確認できる
契約書又は仕様書等の写しを添付
してください。

15
要頄
P8

4.(2)②イ
改善提案

より効果的な改善提案を行うにあ
たっては、現状分析を行うことが必
要なことから、改善しなければなら
ない具体的な事象・データ等を開示
していただくことが必須と考えます。

当省としては現在、改善しなければ
ならないと考えている具体的な事象
はありません。民間事業者の創意
工夫により改善が可能である事象
について、改善策を提案いただくこ
ととしています。

16
要頄
P8

5.(1)
評価頄目の設定

基礎点５００に対して、加算点の満
点が３５０となっています。昨年度ま
での市場化テストの入札実績から
見まして、基礎点に対する加算点
の割合が低いように感じます。民間
の創意工夫による企画提案が活か
されるよう、基礎点に対する加算点
の割合を再検討お願い致します。
（４件）

本業務は、必須頄目を満たせば履
行が可能と考えており、必須頄目の
割合は加点頄目より高く設定してい
ます。民間事業者から提案された
「質の向上」「コスト削減」に関する
企画提案は、加点頄目の審査によ
り民間事業者の創意工夫を取り入
れた質の維持向上が図られると考
えています。

17
要頄
P10

除算方式となっておりますが、加算
方式として頂きたい。

本業務は費用対効果を重視してい
ますので、除算方式を採用していま
す。

18
要頄
P10

著しく不適当な価格で応札した者は
失格とする（最低価格の設定。価格
調査無し。）

調査基準価格を設定するため、低
入札価格で落札の際は、会計法第
２９条の６第１頄ただし書きの規定
により低入札価格調査を実施し、場
合によっては落札が無効になりま
す。

19
要頄
P15

8.(6)⑬
契約解除時の取
扱い

違約金を契約金額の１００分の１０
に相当する金額から、年間委託金
額の１００分の１０として頂きたく御
願いします。

契約書に記載される条頄となります
が、契約全体の解除に係る違約金
の規定ですので、違約金は契約額
全体を対象にして算定されます。

20
別紙
P2
P296

業務実績要件

建築・建築設備管理業務及び清掃
業務について、対象面積10万㎡以
上を持つ官庁の実績を要件とすべ
きではないか

当該業務については、業務が膨大
かつ多岐にわたりますが、広く入札
参加者を募るため、ご提案いただい
た要件を加える予定はありません。

21
エネルギー管理士が作成する文書
の範囲について明記すべきと考え
ます。

エネルギー管理士に作成いただく
のは、別紙1第6(15)及び別添1-1の
業務内容に記載されたものに関す
る文書です。
なお、管理標準及び省エネルギー
中長期計画は既に作成し運用して
おりますので、現行の管理標準及
び省エネルギー中長期計画を必要
に応じて修正、加筆いただくこととし
ています。

22

エネルギー管理士の業務として、管
理標準の作成が定められています
が、落札した業者が最初から作成
するとの解釈でよろしいでしょうか。

管理標準は、既に作成しています。
必要に応じて修正、加筆いただくも
のとします。

建築・建築設備管
理業務　第6　業
務内容
1(15)エネルギー
管理士の業務内
容

別紙
P4

5.(2)
落札者決定に当
たっての評価方
法



23
別紙
P6

エネルギー管理責任者（エネル
ギー管理士・エネルギー総合管理
経験者3年以上）が常駐となってお
りますが、非常駐でも可として頂き
たい。

経済産業省は、省エネ法による特
定事業所の指定及び第一種エネル
ギー管理指定工場の指定を受けて
おり、省エネルギーを管轄する官署
でもあることから、エネルギー管理
を適切に行うため常駐としていま
す。また、多種・多様なエネルギー
使用機器が設置されていることか
ら、適切な省エネルギー運転等を
行うためには、常駐が必要です。

24
別紙
P6-P7

具体的な設備機器の運転に直接求
められる以外の資格について参加
条件に加えるべきではないと考えま
す。

法規上必要とされる資格及び当省
の設備機器を運転、点検、管理す
るために必要であると考える資格を
求めています。なお、技術員、作業
員に関しては、すべての者に過大
な資格は求めていません。

25
別紙
P6-P9

「人員数」の欄には、（兼務可）及び
（必要名）となっているところが有り
ますが、業務内容の詳細が不明な
点もあることから、現状の人員数を
開示すべきと考えます。

人員数については、落札事業者の
裁量に任せているため、公開は行
いません。本業務の内容について
は、これまで競争入札で実施してき
たものでありますので、仕様書で明
示できているものと理解していま
す。

26
別紙
P7

実施責任者、実施副責任者（機械）
（電気）に要求されている実務経験
を考慮しますと、その下で対応する
「技術員」の実務経験年数は『３年』
で可能とすべきと考えます。

実施責任者、実施副責任者(機
械)(電気)には施設規摸（実施責任
者5万㎡以上、実施副責任者3万㎡
以上）を求めているため3年としてい
ますが、「技術員」には施設規模を
求めていないため、当庁舎の規摸
等を考慮して経験年数を5年として
います。

27
別紙
P8

保守員の必要資格　経験等に「製
作者（㈱日立製作所）が発行する
CX9000L型電子交換機に係る研修
課程終了証明書」とありますが、特
定ﾒｰｶｰの発行する証明書を必要
要件に入れるべきでは無いと考え
ます。従いまして、この要件は外す
べきと思います。（３件）

記載ミスです。お尋ねの要件を除外
する方向で実施要頄（案）の一部を
修正します。
併せて、実務経験年数について見
直しを行います。

別紙P8　構内交換設備設
備点検保守　保守員の必
要資格・経験等について以
下の通り訂正します。
「構内交換電話、有線電気
通信設備等保守の実務経
験が10年以上あり、業務開
始時に下記の証明書を提
出できること　・製作者（㈱
日立製作所）が発行する
CX9000L型電子交換機に
係る研修課程終了証明書」
→　「構内交換電話、有線
電気通信設備等の保守又
は工事の実務経験が5年以
上あること。」
別紙P353 構内交換機設備
点検　保守員　一般技術者
に求められる資格等の名
称について、以下の通り訂
正します。
「構内交換電話、優先電気
通信設備等の保守または、
工事についての経験10年
以上」→「構内交換電話、
有線電気通信設備等の保
守又は工事の実務経験が5
年以上」

28
別紙
P71-80

熱源機器等定期
点検特記仕様書

本年度（平成２２年度）の業務仕様
書と比較して、吸収式冷凍機シーズ
ンイン点検、直だき吸収式冷凍機
シーズンオフ点検、冷却塔シーズン
イン及びシーズンオフ点検が削除さ
れています。一方、それらの機器は
設備機器等一覧（Ｐ－１９７）には記
載されていますので、どのように判
断すればよろしいでしょうか。

共通仕様書と熱源機器等定期点検
特記仕様書で重複していた部分を
削除したもので、共通仕様書に点
検の実施を記載しています。冷凍
機等の点検で共通仕様書に記載し
ていない頄目については、熱源機
器等定期点検特記仕様書に記載し
ています。

定期点検・保守及
び、運転・監視・
日常点検・保守に
従事する者の業
務内容及び必要
な資格・経験等に
ついて

定期点検・保守及
び、運転・監視・
日常点検・保守に
従事する者の業
務内容及び必要
な資格・経験等に
ついて



29
別紙
P86

監視制御設備定
期点検特記仕様
書

中央監視設備の点検保守内容一
覧のうち、ＵＰＳ（無停電電源装置）
のファンの動作確認及び交換周期
が、本年度（平成２２年度） の仕様
書では１年であるのに対し、６ヶ月と
短くなっています。 点検周期を短く
した理由をお聞かせください。

記載ミスです。お尋ねの「ファンの
動作確認及び交換」の点検周期
は、平成２２年度と同様に1年です。

別紙P86
「UPS(無停電電源装置)
4)ファンの動作確認及び交
換」の点検周期を次のよう
に訂正します。
「６ヶ月」→「１年」

30
別紙
P98

トイレ洗浄殺菌装
置点検・保守特記
仕様書

薬剤等の濃度測定・記録・分析業
務が平成２２年度の仕様書では年
６回であるのに対し、年１回となって
います。年１回でよろしいのでしょう
か。（２件）

仕様書通り年１回とします。

31
別紙
P320

警備員の要件
警備員の要件に社会保険の加入を
追加すべき（３件）

本業務を行う上で課す条件は、当
該業務を行う上で必要最低限のも
のとしていますので、本仕様書にお
いて社会保険の加入を義務づける
ことは考えていません。

32
別紙
P332

電話交換取扱業
務仕様書
6.(7)

実施責任者及び実施副責任者の
資格として、「１施設内に社員数
2,000人以上で、かつ内線回線数

500回線を有する事業所で１年以
上、電話交換取扱業務式の経験を
有する者」とあります。近年事務所
ビルにおいてはデジタルＰＢＸ化が
進み、上記内線回線数の電話交換
の取り扱いが可能な業者は、極め
て限定的になってしまうと思われま
す。条件の緩和、もしくは包括化か
ら除外できないでしょうか。（２件）

当省は職員数約4千人で、内線回
線数約2千回線を有しております。
電話交換業務の円滑な実施を考え
ると、本仕様書でお示しした要件は
必要最低限のものであると考えて
いますので、これ以上の条件の緩
和は考えていません。
また、経済産業省庁舎の管理・運
営業務を行う中で電話交換業務を
組み込んだ方が合理的であること
から、電話交換業務のみを包括化
から除外することは考えていませ
ん。

33

総括管理業務の業務内容に、庁舎
設備等の故障・不具合への対応が
ありますが、その業務にどの位の
負荷がかかるのか不明です。不具
合内容毎の過去の件数の開示をお
願い致します。

不具合内容ごとの過去の件数をま
とめたものはありませんが、平成２
１年度に各個別業務実施者が作成
した業務日報等について、入札説
明会等の機会に閲覧することを可
能とする予定です。

34

総括管理業務の業務のうち、庁舎
設備等の故障・不具合への対応
は、従来貴庁舎職員が担当されて
いたと思います。従来に要した経費
及び人員の開示をお願い致しま
す。

庁舎設備等の故障・不具合への対
応は、従来、故障・不具合を発見し
た者が各個別業務実施者に直接連
絡していたものを、一元的に総括管
理業務実施者に連絡することとした
ものです。このため、これまで当省
の庁舎管理担当職員が担当してい
た部分はありません。

35
別紙
P336

総括管理業務仕
様書
2.総括管理業務
責任者及び総括
管理業務副責任
者の選任及び業
務内容等

総括管理業務責任者及び総括管
理業務副責任者の資格等の要求
がありません。統括責任者、または
副責任者のうち、認定ファシリティマ
ネージャーの資格を有する者、各業
務の実施責任者以上の責任者とし
ての実務実績や統括管理者講習の
終了などを条件に入れた方が良い
と思います。（２件）

本業務を行う上で課す条件は、当
該業務を行う上で必要最低限のも
のとしています。お寄せいただいた
ご意見は、総括管理業務を行うに
あたって有効であると思われます
が、今回は広く入札参加者を募るた
め、過度となる条件については盛り
込まないこととしています。

総括管理業務仕
様書
1.(3)

別紙
P335



36
別紙
P341

建築、設備機器
等保全業務競争
参加資格

「１．過去３年間に次の要件をすべ
て満たす～」、「２．請負担当部署が
～」とあるが、このような実績を資格
要件に含めるべきではないと考え
ます。

別紙９の要件は、従来の業務実施
者に求められていた知識・経験等
（平成２２年度契約分）を記載したも
のであり、平成２３年度以降の契約
における競争参加資格を記載した
ものではありません。

37
別紙
P341

従来の実施に要
した人員

平成２２年度における業務従事者
に求められる知識・経験等では、
・電子計算機室及び年間を通して
汎用電子計算機システムを有する
事務所建築物における建築設備管
理業務の元請負契約があること。
・ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１を取
得した企業であること。
が条件に入っていました。
貴庁舎の重要度及び建物の性質
上、この条件を残されたほうがいい
のではないでしょうか。（２件）

本業務を行う上で課す条件は、当
該業務を行う上で必要最低限として
います。
本業務の実施にあたっては、上記
趣旨に鑑みて要件を緩和していま
すので、条件を残す予定はありませ
ん。
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別紙
P343

毎日清掃業務競
争参加資格

ビルクリーニング技能士の資格を
持つ者が１名のみ常駐でも品質保
持が図られると思うため、ビルク
リーニング技能士の資格を持つ者
を２名以上常駐させることとある
が、その必要性の根拠を開示すべ
きだと考えます。
また、常駐せず、１名常駐、２名常
駐、３名以上常駐の各々の場合に
おいて、貴施設運営上どのような
ケースが想定されるのか開示すべ
きだと考えます。

別紙９の要件は、従来の業務実施
者に求められていた知識・経験等
（平成２２年度契約分）を記載したも
のであり、平成２３年度以降の契約
における競争参加資格を記載した
ものではありません。
別紙11-2においてビルクリーニング
技能士を2名常勤させることとしてい
ますが、本庁舎の規模に鑑み、本
館及び別館にそれぞれ1名ずつ配
置する想定をしています。
なお、常駐せず、１名常駐、２名常
駐、３名以上常駐した場合に施設
運営上どのようなケースが想定され
るのかについての想定は行ってい
ません。
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別紙
P344

警備業務競争参
加資格

当庁舎と同規模程度（約１３万㎡）
の警備対象面積を持つオフィスビ
ルの元請けの警備業務の契約実
績がある業者であって、その証明
書（写）を提出した者であることとあ
りますが、証明書として『契約書』、
『発注書』を可とすべきと考えます。

別紙９の要件は、従来の業務実施
者に求められていた知識・経験等
（平成２２年度契約分）を記載したも
のであり、平成２３年度以降の契約
における競争参加資格を記載した
ものではありません。

40
別紙
P351

経済産業省が準
備する備品等

総括管理業務が執務を行う本館１
階総括管理業務室に経済産業省
が準備する備品等の記載がありま
せん。仕様書によりますと、総括管
理業務には庁舎設備等の故障・不
具合への対応が含まれており、そ
の不具合等は電話、ＦＡＸ、メール
にて受け付けることになっていま
す。それらの備品・通信回線等は準
備していただけるのでしょうか。（２
件）

落札事業者決定後、配置される人
員数を踏まえ、総括管理業務を行う
部屋に設置される必要最低限の備
品等については、経済産業省が準
備いたします。

41

常勤の責任者・副責任者に関して
の書類提出について、企画書の提
出日と一緒にすべきと考えます。（３
件）

企画書の提出時期（平成２３年１月
上旪頃）において全ての常勤の責
任者・副責任者について書類を提
出させることは、人員の手配等の観
点で民間事業者に過大な負担を強
いることになると考えているため、
業務実施にあたっての核となる要
員を除き、民間事業者の負担低減
の観点から、契約時までに選任い
ただくこととしています。

42

同紙には選定時期について企画書
提出時と指定された資格者が多数
指定されているが、選定時期を開
札後とすべきと考えます。

確実な業務実施を確保する観点か
ら、本業務を実施する者のうち核と
なる要員については、企画書提出
時に選定いただくこととしています。

業務実施責任者
等の条件

別紙
P353
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別紙1
～
別紙７

常駐要員の配置

清掃、設備、警備など各常駐要員
の構成、人員数、勤務シフトおよび
ローテーションの詳細について開示
すべきと考えます。

別紙１～別紙６に記載した各個別
業務における常駐要員等の構成、
人員数、勤務シフト及びローテー
ションは、仕様書において定めた要
件を満たすことを条件として各事業
者の裁量に委ねていますので、公
開は行いません。
別紙７に記載した総括管理業務
は、新しく設けられた業務であるた
め、開示する情報がありません。


